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日高村水害に強いまちづくり条例（案） 

 

「日高村の歴史は、水との闘いの歴史」であると言われるように、ハ田堰・鎌田堰

築造後も、大雨のたびに仁淀川の水が逆流し、平野部一面が浸水するといった歴史を

繰り返してきた。それは、３００年を超えるまさに「水との闘いの歴史」である。 

 仁淀川床上浸水対策特別緊急事業により、日高村においては３本目の放水トンネル

である日下川放水路トンネル工事が平成２７年度に着工され、日本で類をみない素晴

らしい治水施設が完成する。一方、こういった施設に守られることで、日高村は浸水

しないといった甘い考えから無秩序に低地の開発をすることを繰り返しては、これま

での努力を無駄にしてしまうおそれがある。 

無秩序な開発等を決してさせないために、今なお日高村の低地は浸水するおそれの

ある場所であることを確認し、平成２６年台風第１２号規模の降雨があった場合に浸

水が想定される区域を、人々の命や財産を脅かす「日高村浸水予想区域」として指定

し、村民皆で見守っていく必要がある。 

 一方で、「日高村浸水予想区域」は、決して負の遺産ではない。人々が生きていく中

で、水はなくてはならない存在であることは言うまでもない。水は、人々の暮らしの

大切な生活を育み、農業、産業をはじめ、ありとあらゆる面において、暮らしを支え

続けてきた。 

 今こそ我々は、水資源の大切さや、それにより活かされてきた人々の暮らしを想い、

水とともに暮らしてきた歴史を学び、その資源の必要性をしっかりとこれからの暮ら

しに反映していかなくてはならない。日高村浸水予想区域を示すことは、床上浸水を

防ぐために必要不可欠な情報を提供するものであるとともに、我々の目指すまちづく

りの方向性の指針を形作るものである。 

 「みどりのダム機能」を持つ森林を守り、水資源の有効な利用及び活用を図るとと

もに、地下水のかん養による自然の素晴らしい循環を促し、自然豊かな日高村がいつ

までも続くことで、自然と人とが共生することに繋がると考える。 

 ここに、永年の水との戦いの歴史を乗り越え、村民が安全に、かつ、安心して暮ら

すことのできるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、本村において、床上浸水による被害を防止することが村民の生

命、身体又は財産を保護するために重要な課題となっていることに鑑み、流域治水

対策を推進するための基本となる事項等を定めることにより、浸水被害の解消を図

り、もって安全で安心なまちづくりの形成に資することを目的とする。 

 

 （基本理念） 

第２条 村は、雨水の有効な利用、地下水のかん養等を図ることにより、本村の豊か

な水資源及びその良好な循環が保全されるよう配慮しながら、自然と人とが共生す
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る中で、永年の水との戦いの歴史に終止符を打ち、村民が安全かつ安心して暮らす

ことができるまちづくりを推進することとする。 

 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 流域 日高村内における日下川及びその支川の流域をいう。 

(2) 流域治水対策 河川管理施設の能力を超過する洪水が発生することを前提に、

流域全体で洪水に備えるため、あらゆる関係者が協働して対策を実施することを

いう。 

(3) 事業者 法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。 

(4) 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続

的に使用する室をいう。 

(5) 宅地等 宅地（建物の敷地に供せられる土地をいう。）、道路、鉄道線路その他

雨水が浸透しにくい、又は雨水若しくは氾濫水を貯留しにくい土地をいう。 

(6) 浸水被害 洪水による浸水又は一時的に大量の降雨が生じた場合において排

水施設若しくは河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる

浸水により、村民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。 

(7) 貯留浸透機能 雨水を一時的に貯留し、若しくは地下に浸透させる機能又は

浸水被害発生時に他の土地の浸水深を軽減させる機能をいう。 

(8) 浸水被害対策 貯留浸透機能を増進させることにより浸水被害を軽減する措

置又は貯留浸透機能を損なわない範囲で自らが所有し、若しくは使用する土地及

び建築物の浸水被害を軽減する措置をいう。  

(9) 浸水被害軽減施設 浸水被害対策として設置された施設をいう。  

 

 （村の責務） 

第４条 村は、第２条の基本理念にのっとり、流域治水対策を推進するための基本的

かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 村は、前項の規定により策定する施策に村民及び事業者の意見を十分に反映させ

るよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、村民及び事業者の理解と協

力を得るよう努めなければならない。 

３ 村は、広報活動その他の活動を通じ、流域治水対策の必要性について、村民及び

事業者の意識の高揚に努めなければならない。 

 

 （村民の責務） 

第５条 村民は、第２条の基本理念にのっとり、流域治水対策についての理解と関心

を深め、地域における流域治水対策の推進に努めるとともに、村が実施する流域治

水対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。 
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 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、第２条の基本理念にのっとり、自らが地域社会の一員であること

を認識し、村民と共に流域治水対策の推進に努めるとともに、本村が実施する流域

治水対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

 （施策の実施の状況の公表） 

第７条 村長は、毎年１回、日高村における流域治水対策に関する施策の実施の状況

を公表するものとする。 

 

 （基本方針） 

第８条 村長は、第４条の村の責務を果たすべく、流域治水対策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、流域治水対策に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）

を策定するものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 流域治水対策の意義及び基本的な方向 

(2) 流域治水対策のための施策に関する基本的な事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、流域治水対策に関する重要事項 

３ 村長は、基本方針を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。 

 

（浸水予想区域及び地区別浸水被害対策の指定及び公表） 

第９条 村長は、規則で定める規模以上の降雨（以下「想定降雨」という。）により、

浸水が想定される区域を日高村浸水予想区域（以下「浸水予想区域」という。）とし

て指定する。 

２ 村長は、前項の規定による指定に際しては、想定浸水深（想定降雨が生じた場合

において、浸水予想区域において想定される浸水の深さをいう。以下同じ。）を明ら

かにするものとする。 

３ 村長は、第１項の規定により浸水予想区域を指定したときは、その旨及び前項の

想定浸水深を公表しなければならない。浸水予想区域の指定を変更し、又は廃止す

るときも、同様とする。 

４ 村長は、浸水予想区域及び想定浸水深に基づき、村内地区ごとの特性に応じて奨

励されるべき浸水被害対策を定めた地区別浸水被害対策を策定するものとし、策定

したときは、これを公表しなければならない。 

５ 村民は、村が公表した前各項の情報の把握に努め、その周知に協力しなければな

らない。 

６ 村は、別に定めるところにより、浸水予想区域を建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第３９条第１項の規定による災害危険区域として指定するものとする。 
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（浸水予想区域内における居室を有する建築物の建築） 

第１０条 村長は、浸水予想区域における居室が想定浸水深以上となるよう、居室を

設置するための基準高（以下「基準高」という。）を指定しなければならない。 

２ 浸水予想区域内においては、新たに建築される建築物又は増築され、若しくは改

築される建築物における居室の高さは、基準高以上としなければならないものとす

る。 

３ 基準高の指定その他浸水予想区域内における居室を有する建築物に係る居室の

高さの制限の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

  

 （貯留浸透阻害行為の届出） 

第１１条 流域内の土地において、次に掲げる行為（以下「貯留浸透阻害行為」とい

う。）であって貯留浸透機能を阻害するおそれのあるものとして１，０００平方メ

ートル以上のものをしようとする者は、当該行為に着手する日の３０日前までに、

その旨を村長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為そ

の他の行為で規則で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う

行為については、この限りでない。 

(1) 盛土又は埋立て 

(2) 宅地等にするために行う土地の形質の変更 

(3) 土地の舗装（コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、前号

に該当するものを除く。） 

(4) 浸水被害軽減施設の埋立て等過去になされた浸水被害対策の機能を損なう行

為 

(5) 前各号に掲げるもののほか、土地又は施設の形質を変更すること等により、氾

濫水の貯留機能を減少させ浸水被害発生時に他の土地の浸水深を増加させるお

それのある行為又は土地からの流出雨水量（地下に浸透しないで他の土地へ流出

する雨水の量をいう。）を増加させるおそれのある行為で、規則で定めるもの 

 

（計画書の提出） 

第１２条 前条の届出に当たっては、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した計画書を村長に提出しなければならない。 

(1) 貯留浸透阻害行為をする土地の区域（以下「行為区域」という。）の位置、区

域及び規模 

(2) 貯留浸透阻害行為に関する工事の計画 

(3) 浸水被害軽減施設の設置に関する工事その他の行為区域における貯留浸透阻

害行為による浸水被害の増加を抑制するため自ら施行しようとする工事（以下

「対策工事」という。）の計画 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の計画書には、規則で定める図書、図面その他の書類を添付しなければなら



     
 

5 

未定稿 

ない。 

 

（助言又は勧告） 

第１３条 村長は、前条第１項の規定による計画書の届出があった場合において、そ

の対策工事の計画が、技術基準（想定降雨が生じた場合においても、当該行為区域

における貯留浸透阻害行為による浸水被害の増加を抑制するために必要な措置が

明確になるよう、技術的事項を定めた基準をいう。以下同じ。）に従い講じたものと

なるために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又

は勧告をすることができる。 

 

（浸水被害増加の抑制） 

第１４条 流域内の土地において、貯留浸透阻害行為であって１，０００平方メート

ル未満のものをしようとする者は、行為区域における当該貯留浸透阻害行為による

浸水被害の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 村長は、村が設置する公共施設に浸水被害軽減施設の設置その他の浸水被害の軽

減のための措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 村長は、村内において土地又は建築物を所有する者（当該土地又は建築物を使用

する権原を有する者を含む。）が第９条第４項の地区別浸水被害対策に基づき当該

土地又は建築物の敷地に浸水被害軽減施設の設置その他の浸水被害の軽減のため

の措置を講ずるよう奨励しなければならない。 

４ 浸水被害軽減施設を設置し、又は管理する者は、当該施設の適正な維持管理に努

めなければならない。 

  

（防災情報の提供） 

第１５条 村は、降雨量及び河川の水位等の監視を行うとともに、防災情報の発信を

広く行い、住民の安全を確保し、被害を軽減するように努めなければならない。 

２ 村民は、防災情報の収集及び把握をし、安全を確保する行動を積極的に行うとと

もに、可能な限り近隣の住民にもそれらの情報を伝達し、それぞれの安全を確保す

るように努めなければならない。 

  

（避難を確保するための措置） 

第１６条 村長は、浸水時における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置を講ず

るものとする。 

  

（自主防災組織の活動） 

第１７条 村長は、浸水被害の発生及び拡大の防止を図るため、水防体制、安全な避

難体制等の強化に取り組むとともに、村民及び事業者の水防意識の高揚に努めなけ

ればならない。 
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２ 村長は、降雨量、河川の水位等の情報を迅速かつ的確に収集するとともに、村民

及び事業者に対し、これらの情報を迅速に提供できる体制の整備に努めなければな

らない。 

３ 村民は、地域における自主防災組織が行う防災訓練等に積極的に参加するととも

に、自助及び共助（地域の住民等が相互に連携し、協力し、及び助け合うことをい

う。）の意識を高め、安全な避難体制の強化に努めなければならない。 

４ 事業者は、その従業員に対する防災教育を実施し、地域が行う防災活動の取組に

協力するよう努めなければならない。 

  

（河川環境の保全及び管理） 

第１８条 村長は、必要があると認めるときは、河川管理者に対し、河川環境の保全

及び管理のために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

 

 （森林、農地等の保全） 

第１９条 村長及び森林又は農地の所有し、又は使用する者は、貯留浸透機能を有す

る森林、農地、緑地等の保全に努めなければならない。 

２ 日高村農業委員会は、農地を所有し、又は使用する者に対し、農地の保全のため

耕作放棄地等が増加しないよう積極的な指導をしなければならない。 

 

（流域治水対策に係る教育の推進） 

第２０条 村は、学校教育又は社会教育の場において、日高村の水害に関する歴史を

学ぶ学習機会の提供に積極的に取り組むものとする。 

２ 村は、流域治水教育を推進するため、各教育分野での具体的な教育素材を提供す

るものとする。 

 

（関係行政機関との連携） 

第２１条 村長は、第９条第１項の規定による浸水予想区域を指定し、又は同条第４

項の規定による地区別浸水被害対策を策定しようとするときは、あらかじめ関係行

政機関の意見を聴くものとする。これらを変更し、又は廃止しようとするときも、

同様とする。 

２ 村長は、想定浸水深を設定し、又は技術基準を制定し、若しくは改廃しようとす

るときは、あらかじめ関係行政機関の意見を聴くものとする。 

３ 村長は、第１３条の規定による助言又は勧告をしようとするときは、あらかじめ

関係行政機関の意見を聴くものとする。 

４ 村長は、流域治水対策を推進するため、関係行政機関と緊密な連携協力を図りな

がら、流域治水対策の推進に係る相互の施策の調整その他必要な事項について協議

するものとする。 
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 （財政上の助成） 

第２２条 村長は、村内において、浸水被害対策を行う土地の所有者等に対し、予算

の範囲内において、財政上の助成を行うことができる。 

２ 村長は、村内において、貯留浸透阻害行為を行おうとする者が実施する対策工事

に対し、予算の範囲内において、財政上の助成を行うことができる。 

 

 （日高村水害に強いまちづくり審議会） 

第２３条 流域治水対策を推進するため、日高村水害に強いまちづくり審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、この条例に規定する事項その他の流域治水対策に関する事項について

村長の諮問に応ずるほか、流域治水対策に関し必要な事項について村長に意見を述

べることができる。 

 

 （委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和●年●月●日から施行する。ただし、第９条第６項及び第１０

条の規定は、規則で定める日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して３０日を経過する日までに第１１条に規定す

る行為に着手しようとする者についての同条の規定の適用については、同条中「着

手する日の３０日前までに」とあるのは、「着手する日までに」とする。 

 

（日高村非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 日高村非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４４年日

高村条例第２４９号）の一部を次のように改正する。 

  別表日高村いじめ問題再調査委員会の項の次に次のように加える。 

日高村水害に

強いまちづく

り審議会 

会長 〃 ● 〃 〃  〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

副会長 〃 ● 〃 〃  〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

委員 〃 ● 〃 〃  〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
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未定稿 

日高村水害に強いまちづくり条例施行規則（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、日高村水害に強いまちづくり条例（令和●年日高村条例第●号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（想定降雨の規模） 

第２条 条例第９条第１項の規則で定める降雨規模は、平成２６年台風第１２号にお

ける実績降雨量とする。 

 

（公表場所） 

第３条 条例第７条の規定による日高村における流域治水対策に関する施策の実施

の状況の公表、条例第８条第３項の規定による基本方針の公表、条例第９条第３項

の規定による想定浸水深の公表及び同条第４項の規定による地区別浸水被害対策

の公表は、日高村公告式条例（昭和２９年日高村条例第２号）第２条第２項に規定

する掲示場に掲示することにより行うものとする。 

 

（貯留浸透阻害行為に該当しない行為） 

第４条 条例第１１条ただし書の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 

 (1) 主として農地を保全する目的で行う行為（盛土等の農地の貯留浸透機能を損

なう行為を除く。） 

(2) 仮設の建築物等（建築物その他の工作物をいう。）の建築その他の土地を一時

的な利用に供する目的で行う行為（当該利用に供された後に当該行為前の土地利

用に戻されることが確実な場合に限る。） 

 

（貯留浸透阻害行為に該当する行為） 

第５条 条例第１１条第５号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 

 (1) ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設（雨水を排除するための排水施

設を伴うものに限る。）を新設し、又は増設する行為 

 (2) ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為（既に

締め固められている土地において行われる行為を除く。） 

 (3) 貯留浸透機能を有する土地又は施設において、物件を移動の容易でない程度

に堆積し、又は設置する行為 

 (4) 貯留浸透機能を持つ土地又は施設を損傷する行為 

 (5) 貯留浸透機能を持つ土地又は施設における水の流入口又は流出口を変更する

行為 

 

（貯留浸透阻害行為の届出） 
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未定稿 

第６条 条例第１１条の規定による届出は、貯留浸透阻害行為届出書（別記様式）を

村長に提出してするものとする。 

２ 条例第１２条第１項第４号の規則で定める事項は、同項第２号の工事及び同項第

３号の対策工事の着手予定日及び完了予定日とする。 

３ 条例第１２条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 貯留浸透阻害行為をする土地の区域の位置図 

(2) 貯留浸透阻害行為をする土地の区域の区域図 

(3) 条例第１２条第１項第３号による対策工事が条例第１３条に規定する技術基

準に適合することを証する書類 

 

（関係行政機関） 

第７条 条例第２１条の関係行政機関は、次に掲げるものとする。 

 (1) 国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所 

 (2) 高知県中央西農業振興センター 

 (3) ●●●● 

 (4) ●●●● 

 (5) ●●●● 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める機関 

 

（日高村水害に強いまちづくり審議会） 

第８条 条例第２３条に規定する日高村水害に強いまちづくり審議会（以下「審議会」

という。）は、委員●人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。 

 (1) 流域治水対策に関し識見を有する者 

 (2) 村民 

 (3) 事業者 

３ 委員の任期は、●年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

 

 (会長及び副会長) 

第９条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

 (会議) 
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未定稿 

第１０条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができ

ない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

 （補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和●年●月●日から施行する。 
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未定稿 

別記様式（第６条関係）  

 

年  月  日  

 

貯留浸透阻害行為届出書 

 日高村長 宛て 

届出者 氏名           

    住所           

（法人にあっては、名称及び事務所の 

  位置並びに代表者の氏名）     

 

日高村水害に強いまちづくり条例第１１条の規定に基づき、貯留浸透阻害行為につ

いて、次のとおり届け出ます。 

貯

留

浸

透

阻

害

行

為

等

の

概

要 

１ 貯留浸透阻害行為をする土地

の区域の位置、区域及び規模 
 

２ 貯留浸透阻害行為に関する工

事の計画の概要 

 

 

３ 対策工事の計画の概要 
 

 

４ 工事施行者の住所・氏名 
 

５ 設計者の住所・氏名 
 

６ 貯留浸透阻害行為に関する工

事の着手予定日 
   年   月   日 

７ 貯留浸透阻害行為に関する工

事の完了予定日 
   年   月   日 

８ 対策工事の着手予定日    年   月   日 

９ 対策工事の完了予定日    年   月   日 

10 その他必要な事項 
 

 

備考 １ 貯留浸透阻害行為に関する工事の計画及び対策工事の計画については、そ

れぞれの詳細を示す計画説明書及び計画図を添付してください。 

   ２ 「その他必要な事項」の欄には、貯留浸透阻害行為を行うことについて、

農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況

を記載してください。 

イメージ 


